
最高裁秘書第1373号

令和2年6月23日

林弘法律事務所

弁護士山 中理司様 簾垂冒

翻這

脚
最高裁判所事務総長中村

司法行政文書開示通知書

3月31日付け（4月2日受付，第020（)05号）で申出のありました司法行

政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

既済事件一覧表（片面で4枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，個人識別情報（当事者の氏名等） ，公にすることにより法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報（法人等の名

称等）及び公にすることにより裁判事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

る情報が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号，

第2号イ及び第6号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記

載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話03 （3264） 5652 （直通）



日付：令和2年6月8日

ページ： ・ 1/4既済事件一覧表 集計期間 令和2年2月29日令和2年2月1日～

終局区分 憲法]少数被上告人 備考一上告受理 終局日主任頂査官

笹本哲朗

舟橋伸行

笹本哲朗

池原桃子

事件番号 上告人番号 法廷 ､主任裁判官

1第2小法廷岡村和美

トュ驍不溝廷草野耕一
3第1小法廷木澤克之

4第1小法廷小池裕

5第1小法廷池上政幸

6第1小法廷山口厚

7第1小法廷山口厚

8第1小法廷山口厚

9第1小法廷木澤克之
10第1小法廷小池裕

11第1小法廷深山:卓也

12第1小法廷一小池裕

13第1小法廷山口厚
一

錘一窪

』ノ
１ー

第第
３４

池上政幸

山口厚

廷廷
法法

小小
１１

第⑳第

窪一塞

小小
１１

第第
’８９

木澤克之

小池裕

R2q2･5 決定(棄却） □□
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
口
一
□
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

■
二
□

□

画

蝪
号
０
２
６
５
１
９
第
第
１
ｊ
ば
け
年
年
軸
霊

国
一
国 決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

□
｜
□
｜
口
一
口
一
口
｜
ロ
ー
□

R2．2．5

R2．2．6

R2･2･6

R2｡2．6

R2･2．6

R2･2b6

R2．2．6

碍
・
喝
一
鳩
帳
帳

搾

露
評
露
詞
詞
調

オ
オ
オ
オ
オ
オ

く
く
く
く
く
く

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

》
｜
》
》
》
｜
》
》

国

小川卓逸

野中伸子 L

堀内有子

堀内元城

決定(棄却）

代

裕
庶
條
寄
本
大

■程

禮

禮

２
４
５

１
１
１

第
第
第

１
ｊ
ｊ

オ
オ
オ

く
ｌ
ｌ

年
年
年

一
元
一
元
一
元

一
雨
《
下
今
祠

R2･2･6

，

R2･2･6 決定(棄却） ■

□

□

□

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

光岡弘志 ６

６

６

■
■
■

２
２
２

■
■
■

２
２
２

Ｒ
Ｒ
Ｒ

喝
鍔
瑁

第
第
第

オ
オ
オ

；
ｊ
ｊ

ｌ
く
く

１
１
１

５
５
６

７
８
６

》
》
｜
》

零
一
Ｍ
一
癖

確
一
韓
一
繩 決定(棄却）R2．2．6 □ ■第1小法廷 山口厚

深山卓也

14

令元年(オ>第1687号

|令元年(ｵ)第1696号
|令元年(ｵ)第1697号
|令元年(オ)第731号

'令元年(オ)第917号

決定(棄却）決定(棄却） □R2･2･6 ■15第1小法廷 森川さっき

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）決定(棄却）

作田寛之

作田一寛之

甲野〒琢郎

□
｜
口
一
□
□
｜
□

□

第1小法廷小池裕

第1小法廷小池裕

第2小法廷草野耕

小池裕

草野耕

６
６
７
７
７

■
■
●
の
■

２
２
２
２
２

口
台
申
■
■

２
２
２
２
２

Ｒ
Ｒ
Ｒ
Ｒ
Ｒ

□
｜
口
嵯
口
一
□
・
口
一
□

16

17

18 一

岡村和美 ｜小川卓逸
草野耕一 中野琢郎

錘
一
錘

小
小
２
２
第
第

９

０２

決定(棄却）

第
第
第
第
第
第

オ
オ
オ
オ
オ
オ

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

く
く
く
く
く
く

号
号
号
号
号
号

６
６
９
４
４
７

１
１
１
１
１
１

０
６
３
１
８
８

０
１
２
３
３
３

》
》
熱
一
》
》
》
》

R2｡2･7

21第2小法廷|岡村和美 ｜堀内元城
22蕊2小選廷i菅野博之本條裕 決定(棄却） ｜□R2･2D7 ■

決定(棄却）

決定(棄却）

R2．2．7

R2･2･7

R2･2･7

三浦守 野中伸子
一z ．

草野耕一 家原尚秀

□□

□□

廷
廷
法
法
小
小
２
２
第
第

３
４
２
２

決定(棄却） ’岡村和美堀内有子 □ ■第2小法廷25

、
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既済事件一覧表 集計期間 令和2年2月1日～ 令和2年2月29日

函士昼裁判官

岡村和美

岡村和美

主任鯛査官 事件番号法廷

第2小法廷

第2小法廷

番号

26

27

上告人 終局区分 憲法少数上告受理終局日

斗谷匡志 需
一
癌

１
１

４
．
－
４

第
第

オ

オ

く
く

ｊ
ｇ
ｊ

蓉
・
｜
毒

今
や
一
一
《
祠

志

子

■
■
・
■
口
甸
己
飼

口
一
口
一
。

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R2．2．7
－

R2．2．7

R2．2｡7

R2．2口7

□
｜
□
｜
□

野中伸子 I

281第2小法廷菅野博之
29第2小法廷草野耕一

-301第2小法廷菅野博之
草野耕一29

30

’

舟橋伸行

宮崎朋紀

宮崎朋紀

号
号
８
２
９
１
５
６
１
１
第
第
〕
ｊ
オ
オ
く
ｌ

年
一
年

一
元
一
一
兀

今
祠
今
祠 □ ■

門
‐
一
二
句
一
４
■

令元年(オ)第1669号 R2-2.7 決定(棄却） □ □
｜
□
□
｜
□
｜
ロ
ー
□
｜
□

誕
錘

窪
誕
錘
錘
錘

窪

小
小

小
小
小
小
小
小

１
１
１
１
１
１
１

１

第
第
第
第
第
第
第
第

１
．
２
３
４
５
６
７
８

３
ｌ
３
３

３

３

３

３

３

裕

準
一
裕
一
厚
一
馳
一
厚
一
準

厚

大寄麻代

堀内元城

野中伸子

小川卓逸

貝阿彌亮

斗谷匡志

土井文美

幟
趣
一
峨
叩
一
鋤
一
皿
趣

令元年(オ)第963号

令元年(オ)第1221号

令元年(オ)第1279号

令元年(オ)第1340号

令元年(オ)第1386号

令元年(オ)第1472号

令2年(オ)第14号

決定(棄却）

決定(棄却）

R2･2・13

R2．2｡13

□
□

決定(棄却）

決定(棄却）
！

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R2．2．13

R2｡2．13

|R2．2．13

R2｡2o13

R2･2・13

□
｜
□

□
｜
ロ

’■ ■

山口 家原尚秀 ｜令2年(オ)第41号 R2｡2･13 決定(棄却） □｜□

39．第2小法廷 岡村和美 中野琢郎 令元年(オ)第1200号 R2.2.14 1決定(棄却） ■ □

40第2小法廷･I岡村和美 野中伸子 第
第
第
・
第

ｊ
ｊ
ｊ
１

号
号
号
号

１
１
１
１

２

４

５

６

３
５
７
１

６
３
５
３

》
｜
》
》
｜
》

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(却下）

決定(棄却）

決定(棄却）

R2．2．14

R2．2．14

R2．2．14

R2．2．14

R2･2・14

R2．2．14

R2．2．14

R2画2．14

R2．2．14

□
、
□
｜
口
一
口
一
□
｜
□
｜
口
一
□
｜
□■

□

41第2小法廷|岡村和美 三宅知三郎 □
必

菅野博之

菅野博之

光岡弘志

池原桃子

42第2小法廷

覇.第2小法廷

且
□
｜
□
｜
□
｜
ロ
ー
□

仏

国
言

宮
言

４
９
４
７
６
６
１
１
第
第

〕

ｊ

オ
オ
く
く
年
年

一
元
一
元

今
而
〈
洞

第2小法廷三浦守 ｜鷹野旭

第2小法廷|草野耕一作田寛之
第2小法逼1菅野博之 日置朋弘
第2小法廷|草野耕一森川さつき

第2小法廷草野耕一 野中伸子

第2小法廷|草野耕一 作田寛之

第1小法廷|木澤克之 大寄麻代

第1小法廷'池上 画素 笹本哲朗

雲一幸

緋一守

廷廷
法法

小小
２２

第第

木澤克之

池上政幸

大寄麻代

笹本哲朗

一“
｜
妬

６

７

４
４

宣
言８噸
号
蝪

漢
熱
詞

け
わ
わ

》
｜
謂
一
評48第2小法廷草野耕一 □

号
号
２
８

号
叱
駈

２
１
１

３
第
第

潭
わ
一
わ

》
雫
一
》

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

49

､50

51

R2．2．14

R2．2･20

R2．2．20

千葉県



日付：令和2年6月8日

ページニ ． ‐ 3/4
既済事件一覧表 集計期間 令和2年2月1日～ 令和2年2月29日

番号 法廷 主任裁判官主任鯛査官 事件番号
52第1小法廷|山口厚 鷹野旭 令元年(オ)第1648号

上告人 被上告人 備考 上告受理終局日 終局,区分l' 憲法少数
一

|□｜□’ R2.2.20 ,決定(棄却）

R2･2｡20 決定(棄却）

R2．2．21 決定(棄却）

R2．2．21 決定(棄却）

R2．2･21 決定(棄却）

R2.2.21 決定(棄却）

R2.2.21 決定(棄却）

R2･2．21 決定(棄却）

R2･2.21 決定(棄却）

R2･2･27 決定(棄却）

’ 罐
艫
鍔
．
｜
窄
帳
一
帳

号

号

１
１
１
１
１
１
１
４

権

纒

癖
一
輻

罐

癖

廓

瞬

く
く
く
く
く
く
オ
オ

｜
春
毒
奉
一
春
春
毒
銅

頚

今
市
《
わ
く
わ
《
洞
今
わ
く
や
今
而
容
や

廷
廷
法
法
小
小
１
２
第
第

廷
廷
法
法
小
小
１
２
第
第

深山卓也森川さっき

岡村和美 中野琢郎

53

L－－
I

■ 巴

54 ロ
ー
□

□
｜
□
‐
□
｜

口
一
口
一
□
｜
□

□
’

廷
廷

法
一
法

小
小
２
２
第
第
耐
幸
奉
一
耐

廷
廷
廷
廷

嶬
一
帳
椎
峠

２
２
２
２

第
一
第
一
第
第

潅
一
守
一
守
．
｜
準

燕
一
準
一
需
一
垂

轆
一
銅
一
鋤
一
》

弱
鏥
印
一
死

第2小法廷三浦守
一

土井文美59
■’ □

第2小法廷,草野耕一 ・鷹野旭60
■｜ |■

｜陀

飼
一
“
妬
鮨
師
配
一
的
一
沁

１６ 61

63

令元年(オ)第1006号 Ｆ
Ⅲ
留
巨

第1小法廷|深山卓也 堀内有子

口
’ ■ ■

■
守
略
■
■
Ｅ
■
■
町
Ｆ
■
■
。
・
ｒ
Ｊ
夛
咄

第1小法廷深山卓也堀内有子 令元年(オ)第1007号

！
R262．27 決定(棄却）決定(棄却） ■ □

第1小法廷 池上政幸
本條裕 ｜令元年(ｵ)第1077号 決定(棄却）R2．2口27 ■ ■

第1小法廷 小池裕 鱈
、
｜
箒
一
認

率
一
榊
一
軸

確
鍔
露
鑑
一
》
．
》

》

１
１
１
１
１
．
１

１

－
・
》
》
一
識
一
》
》
》

今
市
今
市
今
預
今
祠
〈
わ
《
わ
《
洞

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(却下）

決定(棄却）

決定(棄却）

７
７
７
７
７

２
２
２
２
２

■
■
■
色
■

２
２
２
２
２

■
■
■
■
■

２
２
２
２
２

Ｒ
Ｒ
Ｒ
Ｒ
Ｒ

一

一
一

□
一
口
一
□
□
｜
ロ
ー
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

口
一
口
一
口
・
□
｜
口
一
口
一
□
’

第1小法廷山口厚

第1小法廷木澤克之

廷
廷
廷
廷

法
法
法
法

小
小
小
小

１
１
１
１

第
第
第
第

堀内有子

中野琢郎

叩
一
唖
一
雌
一
職

厚
一
裕
裕
裕

堀内元城
一

斗谷匡志

!R2．2･27 1決定(棄却）

決定(却下）

決定(棄却）

R2･2．27

IR2･2･27

- R2．2．27

R2．2．27

第1小法廷 小池裕

深山卓也

》
｜
雑
銅
一
榊

壁
一
裕

準
一
燕

一

｜

巨
言
巨
言

２
７
唖
籾
号
碍
得
帰
一

第
第
６
２
３
４

㈱
・
㈱
搾
轤
癖
握

春
春
一
類
銅

銅

銅

〈
わ
《
預

今
下
今
石

令
祠
．
〈
祠

１
２
７
７

□
｜
□

第1小法廷 決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

木澤克之

小池裕

73

74

□
｜
□R2.2.27 1決定(棄却）

木澤克之野中伸子75

’
決定(棄却）R2．2"27 ■ ■’

76第1小法廷|池上政幸 ・大寄麻代 R2･2..27 1決定(棄却） □□

独立行政法人日本高速
道路保有･債務返済機構

独立行政法人日本高速
道路保有･債務返済機構

国
町



日付：令和2年6月8日
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既済事件一覧表 集計期間 令和2年2月1日～ 令和2年2月29日

番号 法廷 主任裁判官主任飼査官 ・事件番号 上告人 被卜告人 備考 上告受理終局日 終局区分 憲法少数
一

旦旧
□｜□

□□

□□

□□

□□

□ ■

■ 画

｜□｜□｜□□

77第1小法廷 裕

一

謹

一

華

裕
一
軸

本條裕蝿

一

橇

一

利

幟
一
劃

曙
・
碍
碍
鍔
一
幅

第
第
第
第
第

オ
オ
オ
オ
オ

；
ｊ
ｊ
ｌ
ｊ

く
く
く
く
く

６
６
７
７
１

》
↓
一
》
》
、
》
｜
》

R2.2･27 決定(棄却）

78第1小法廷|木澤克之 土井文美

森川さっき

R2･2.27 1決定(棄却）

79第1小法廷 決定(棄却）

決定(却下）

R2．2527

R2･2．27

R2．2．27

R2･2．28

R2･2．28

」

80第1小法廷|小池裕

81第1小法廷深山卓也

堀内元城

作田寛之 決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

第2小法廷三浦守

第2小法廷草野耕一

家原一尚秀 号
号
２
１
８
４
０
２
１
１
第
第
』
ｊ
オ
オ
く
く
年
年

－
工
一
元

《
祠
〈
わ

82

堀内有子83
■ □

廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法

、
、
、
、
、

川
４
４
４
４

２
２
２
２
２

』
第
第
第
勇
第

一餌

砺

妬

師

醗

琴

弐
一
蹄

端
一
索

諜
一
守
一
準
一
準
一
守

本條裕．

小川卓逸

令元年(オ)第1441号 R2･2.28 決定(棄却） □

□
｜
□
｜
□
｜
□

。
『
］
同
一
ｕ
一
口

□

令元年(オ)第1508号

令元年(オ)第1658号

令元年(オ)第1673号

令2年(オ)第3号

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R2"2．28

R2．2．28癩
一
鱸
一
瞬

蹄
一
率
一
旭

R2．2．28

R2．2．28

一

ﾛ歌山市


